
令和４年１０月～ 子ども医療費（新）受給資格証見本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今回の県内拡大に伴い、受診時に受給資格証を不提示の場合、現物給付とならない旨

通知文に強く明記いたしました。受診時に不提示の場合、県及び市の指導により償還払

となります旨お話しください。 

重度等優先順位の高い医療費を受給

している場合、その旨が記載され、

「食事代のみ」となっております。 

公費負担番号、受給資格証番号に変

更はありません。 

ジェネリック医薬品希望について

は、受給者に丸を付けてもらう形に

変更しました。 

注意事項は裏面にも記載してありま

す。 

受給資格証の色をうすだいだい色からクリーム色に変更しております。 

以前の受給資格証（うすだいだい色）は使用できなくなる旨発送時に明

記しておりますので、１０月以降以前の受給資格証では受診できない旨

ご案内ください。 


